
民法Ⅰ〔総則・物権総論〕 

（ Civil Law Ⅰ） 

 

１学期 金曜７・８時限 

授業時間：７５分×２０回 

単 位 数：２単位 

履修年次：１年次 

担当教員：志村 武 

研 究 室： 

 

授業の到達目標： 

 ①民法総則(主として「物」ならびに「時効」)および物権法(担保物権を除く)に関

する基礎的な原則・概念の意義について理解する。 

 ②重要論点・判例を通して、「いかなる点がなぜ問題となるのか」「どのような考え

方があるか。なぜそのように考えるべきなのか」につき把握することにより、基本的

理解の深化と思考力の養成を図る。 

 ③2 年次に予定されている演習授業における応用学習を視野に入れながら、事例を

通して理解する学習をさらに進め、「応用につながる基礎」の充実化を目指す。 

 

授業概要： 

本授業は、物権法（担保物権を除く）及び民法総則上の「物」ならびに時効制度に

関する基本的知識（関係各条文の立法趣旨、要件、効果等）を習得させるとともに、

民法全体における物権法の体系的位置づけについて理解させることを第一の目的とす

る。さらに、本授業が１年次配当の基本科目であり、民法系科目全体に対する入門講

義的位置づけを持つことを踏まえ、民法的な思考方法・解釈方法に対する基本的訓練

を行い、具体的な紛争事案に対する解決能力の育成を図るとともに、演習等の応用科

目への橋渡しを行うこととする。 

 なお、本授業は法学未修者を主な対象者としているが、「応用につながる基礎」の充

実化を目標としており、法学既修者の理解の確認・深化にも役立つ工夫を施している

ので、法学既修者にとっても十分に有益なものとなるはずである。 

 本授業の主たる講義対象は、①物権法の位置づけおよび特色、②物権の基本原理、

③物権的請求権（物権の効力論）、④物権変動論、⑤所有権、⑥占有権、⑦用益物権で

ある。また、物権の重要な得喪原因の１つであり、物権変動論ともきわめて密接な関

わりを持つ⑧時効制度(取得時効を中心に)に関しても、講義対象として取り上げるこ

ととする。 

具体的には、まず債権との対比を行いつつ、物権の基本的性格や物権法の基本原理

について正確な理解の獲得を図る。ついで、物権の効力論として、物権保護の基本的

制度である物権的請求権の要件、効果及び機能を検討する。さらに、物権法総論の最

大の山場である物権変動論を取り上げる。ここでは、特に民法 177 条をめぐる諸学説

の対立の構図を素材として、種々の解釈方法や思考方法を学ぶことによって、民法解

釈論の基礎を体得してもらうことになる。 



その後、以上の総論的講義の内容を踏まえたうえで、物権各論として所有権、占有

権、ならびに用益物権といった各物権の内容について、関連する各条文の吟味を行う

とともに、それぞれの物権に関して生じうる具体的な紛争を指摘しつつ、その法的対

応策について考察していく。ここでは、モデル化された教室設例のほか、過去の重要

判例を素材として活用する予定である。 

 

授業の進め方は基本的には講義形式が原則となるが、受講生自らが主体的に思考し、

積極的に授業に参加する環境を用意するよう、心がけたい。 

なお、講義は、担当者が作成・配布するレジュメに基づいて行う。講義対象となる

論点、判例等につき、事前に示す予定であるため、受講生は十分な予習を行ってきた

うえで授業に参加されたい。 

 

評価方法： 

 平常点２０％、期末試験８０％を目安として評価する。 

 

教 科 書： 

 田山輝明『物権法(第 3 版）』（弘文堂）  

 田山輝明『民法総則(第４版)』（成文堂） 

参 考 書： 

特に指定しないが、自分が使いやすい物。なお、法律学用語辞典を活用すること。 

 

授業計画： 

第１回 物権の意義・種類と基本性質 

 民法典上の各種物権の内容について、担保物権も含めて概説する。さらに、物権の

意義及び基本性質について、債権との対比をもとに説明を行う。併せて、民法体系全

体への導入的授業として、とりわけ財産法の全体像を概説したうえで、物権法の体系

的位置づけを正確に確認させる。 

 

第２回 物権の種類と基本原則 

 物権の客体に関する説明を行う。あわせて、民法総則に規定されている権利の客体

(物)に関する規定を取り上げ、動産・不動産、主物・従物、元物・果実等の物の定義

規定に関する概説とりわけ、これらを学ぶ意義について解説する。さらに、物権の絶

対性、排他性、優先的効力、物権法定主義、一物一権主義等の物権法に関する基本原

則についての説明を行う。 

 

第３回 物権変動論の基礎 

 次回以降で取り上げる物権変動論の各論的テーマを検討するための準備作業として、

物権変動論に関する導入的な授業を行う。具体的には、物権変動の意義と原因、取引



社会における公示の必要性、公示方法の種類、動産取引と不動産取引の性格の差異と

公示方法との関係、公示の原則、公信の原則等のテーマで概説を行う。さらに、特殊

な公示方法としての明認方法についても公示方法の種類のところで触れる予定である。 

 

第４回 物権変動における意思主義の意義 

 物権変動に関する具体的論点として、物権変動に関する意思主義と形式主義の対比、

意思主義・対抗要件主義の意義、物権変動の時期に関する問題点（物権変動のために

何が必要か、いつ変動するのか）、これと関連して、物権行為と債権行為の区分とその

意義を取り上げ、詳細に検討する。ここでは、各論点に関する主要な立法例にも触れ

つつ、わが国の物権変動に関する立法主義の体系的整理を試みる。 

 

第５回 不動産物権変動における公示・Ⅰ（総論） 

 次回以降で行う民法 177 条(対抗要件主義)に関する解釈論を中心とする不動産物権

変動をめぐる諸問題につき、その導入的説明として、第一に、対抗の意義と機能につ

いて説明する。さらに、二重譲渡の法的構成に関する判例及び主要な学説の立場を紹

介したうえで、これを素材として、民法解釈論において種々の見解が分かれていくポ

イントを解説し、受講生に民法的な思考方法や解釈方法の基本的なパターンについて

理解をしてもらう。 

第二に、わが国の不動産登記制度一般に関する概説的講義を行う。具体的には、不

動産登記制度の概要のほか、登記の有効要件、旧登記の流用、仮登記の意義とその効

力、等について解説していく。また、登記請求権に関する諸問題（登記請求権の根拠

と性質、中間省略登記請求の可否等）についてもあわせて説明を行い、不動産をめぐ

る具体的な法的紛争の内容を正確に理解するための基礎作りを行っていく。 

 

第６回 不動産物権変動における公示Ⅱ（各論Ⅰ） 

 民法 177 条における「第三者」の範囲につき、どのような第三者に対して登記が要

求されるのかを検討する。ここでは、「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有す

る者」とはいかなる第三者を指すか、主観的態様を問うべきか、などを通して、公示

制度によって保護されるべき第三者の意義と具体的範囲が問題となる。さらに、応用

問題として転得者の地位についても言及する。 

  

第７回 不動産物権変動における公示Ⅲ（各論Ⅱ） 

 登記の諸効力につき、①対抗力のほか、②「権利資格保護要件」としての登記の意

義、③推定力、④公信力などについて解説し、判例による民法 94 条 2 項類推適用法理

の形成と展開についても説明した上で、不動産物権変動における登記の意義と機能に

関するまとめを行う。 

 

第８回 不動産物権変動における公示Ⅳ（各論Ⅲ） 



 「登記を要する物権変動」について、主要な問題類型を示しつつ解説を行う。今回

は、①法律行為の取消しと登記、②解除と登記に関する論点を取り上げ、具体的な設

例を通して、重要判例の意義、学説との対立点とその意義、に関する検討を行う。 

 

第９回 不動産物権変動における公示Ⅴ（各論Ⅳ） 

「登記を要とする物権変動」につき、前回に続いて、③相続と登記に関する論点(共

同相続と登記、遺産分割と登記、相続放棄と登記)を取り上げ、問題類型の特色を説き

つつ、基本的な考え方について解説する。 

 

第１０回 動産物権変動における公示 

 動産物権変動をめぐる諸問題についての解釈論に関する説明を行う。まず、動産物

権変動に関する民法 178 条の意義について、前回までで取り上げた民法 177 条と対比

しつつ、解説を行う。具体的には、①動産物権変動の特色、②引渡しの意義と方法（現

実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定による引渡し、指図による占有移転）、③動産及

び債権譲渡特例法における動産譲渡登記制度を中心とする特別法上の対抗要件制度、

④明認方法、⑤民法 178 条における第三者の範囲、を取り上げる。 

 

第１１回 即時取得・Ⅰ 

 民法 192 条が規定する「即時取得」について、動産取引安全に関する特色・制度趣

旨、主な成立要件について詳細な検討を行う。ここでは、金銭所有権の特殊性および、

成立要件に関する立証責任についても言及する。 

 

第１２回 即時取得・Ⅱ 

 即時取得の成否に関する重要論点および、効果を取り上げる。具体的には、①占有

改定と即時取得、②指図による占有移転と即時取得、③盗品・遺失物に関する例外(回

復請求と使用利益の清算を含む)、④民法 178 条と 192 条の関係、を取り上げる。 

 

第１３回 物権的請求権 

 物権が侵害された場合における法的救済につき、物権的請求権を中心に解説する。

ここでは、所有権に基づく物権的請求権を主たる素材として、物権的請求権の意義、

法的性質、種類等に関して基本的な解説を行う。また、応用的課題として、物権的請

求権の行使と費用負担の関係について、具体的な事例を引きながら検討する。 

 

第１４回 占有に対する法的保護－占有権－ 

 占有権の意義と機能について説明を行う。第一に、占有の意義および法的保護の必

要性、物権としての占有権の位置づけについて概説する。第二に、占有の成立と態様

（代理占有・間接占有、自主占有と他主占有、占有補助者等の概念に関する解説を含

む）、第三に、占有権の効力（本権の表象機能としての占有保護<推定機能>、果実取得



権・費用償還請求権）、第四に、前回取り上げた物権的請求権との対比を行いつつ、占

有の訴えの意義、法的性質、種類等に関して、順次説明を行う。さらに、応用問題と

して、占有の訴えと自力救済、交互侵奪、本件の訴えとの関係等について、具体的な

事例を引きつつ検討を行う。 

 
第１５回 時効総論・取得時効 

 民法総則における時効制度の意義と機能を説いた上で、取得時効の成立要件につい

て、①占有の承継、②自主占有とその立証責任の意義など、占有権に関する諸制度と

関連づけながら解説する。 

 

第１６回 取得時効と登記 

 取得時効の成立を前提として、さらに時効による物権取得と第三者との関係につき、

判例法理の意義と問題点を中心として、登記がどのような機能を果たしているかを検

討する。 

 

第１７回 消滅時効・時効総則 

 時効制度のもう１つの柱である消滅時効について解説を行う。さらに、消滅時効と

の関連を中心に、時効総則に関する補足として、①時効の援用、②放棄、③中断及び

停止に関する説明を行う。 

 

第１８回 所有権・Ⅰ―共有― 

 共同所有形態についての解説を行う。共有については、①共有および持分権の意義、

②持分権侵害とその保護、③共有関係の解消(共有物分割)について解説する。さらに、

「合有」「総有」を紹介しながら共同所有の多様性についても触れる。 

 

第１９回 所有権・Ⅱ―添付― 

 所有権独自の取得方法の中心となる「添付」に関する諸制度について解説する。①

添付の意義、②付合、③加工、④混和を扱うが、とくに②については、所有権の客体

としての「物」の範囲に関する理解の確認および、建物所有権の帰属に関する応用問

題と関連させて説明する。 

 

第２０回 用益物権概論  
 各用益物権につき、①「他人の土地」の利用権としての用益物権の特色、②所有権

における相隣関係 (隣地通行権 )と通行地役権、③借地権としての不動産賃借権と地上

権、という観点を中心として解説を行う。  


